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「協働のまちづくり」の推進に向けてみなさんのご意見をお聞かせください。
【問い合せ先】秘書行革課（☎82-1135/E-mail:hisho-gyokaku@city.sanyo-onoda.lg.jp)市民意見公募制度

【意見を募集します】

山陽小野田市交通活性化計画（案）

募集期間
　10月 15日㈬

〜 11月 14日㈮

募集期間
　10月 15日㈬

〜 11月 14日㈮

　この計画案は，バス交通を中心とした生活交通
の活性化を進めていく上での基本理念・基本方針
を定め，交通空白地域の解消や，便利で効率的な
生活交通に向けた路線等の整備方針を示したもの
です。今後は，この計画の方針に基づきさらに具
体的に協議して，来年度以降 3年間を目処に，基
本方針に基づいた運行を目指していきます。
　ぜひ閲覧いただき，市民のみなさんのご意見を
お聞かせください。

◉意見を提出できる人
○市内に住所がある人
○市内に事務所または事業所を有する個人・

法人・団体
○市内の事務所または事業所に勤務する人
○市内の学校に通学する人

◉計画の閲覧場所
　市役所商工労働課，総合事務所地域行政課，
南支所，埴生支所，公園通出張所，厚陽出張
所で閲覧および配付します。

※市ホームページにも掲載しています。
◉意見の提出方法

　郵送，FAX，持参または E-mail で提出し
てください。（口頭および電話での受付はい
たしません。）また，書面の様式は任意とし
ますが，住所，氏名（ふりがな）または団体
の名称，代表者氏名，事務所の所在地および
電話番号を明記してください。（住所・氏名
等が公表されることはありません。）
◉意見等の公表

　いただいた意見等については，内容を検討
し，市としての考え方を示したうえで公表し
ます。ただし，賛否のみを記した意見，当該

計画等に内容が合致しない意見，住所・氏名
等を記していない意見などは，公表しないも
のとします。なお，類似の意見は，まとめて
公表することがあります。
　また，提出された意見等に対する個別の回
答はいたしません。

◉問い合せ・意見の提出先
〒 756-8601　
山陽小野田市日の出一丁目１番１号
商工労働課（☎ 82-1150 ／ FAX 83-2604）
E-mail：shoukou@city.sanyo-onoda.lg.jp

 ▲厚狭地区と厚陽地区を結ぶ「ねたろう号」。


